
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

条　
　

例

○
熊
本
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）　

一

○
熊
本
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

　

熊
本
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
四
十
号

　
　
　

熊
本
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
熊
本
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

熊
本
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　

る
。

　
　

第
二
十
六
条
第
五
項
中
「
団
地
管
理
組
合
法
人
」
の
下
に
「
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
加
え
る
。

　
　

第
五
十
六
条
第
三
項
中
「
及
び
第
十
三
項
」
を
「
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
土
地
を
取
得
し
た
者
が
当
該
」
を
削
り
、
「
を
新
築
し
た
場
合
」

　

を
「
が
新
築
さ
れ
た
場
合
（
当
該
取
得
を
し
た
者
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
取
得
者
」
と
い
う
。
）
が

　

当
該
土
地
を
引
き
続
き
所
有
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
特
例
適
用
住
宅
の
新
築
が
当
該
取
得
者
か
ら
当

　

該
土
地
を
取
得
し
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
十
条
第
三
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
及
び
取
得
予
定
者
の
住
居
の
状
況
」
を
削
り
、

　

同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

　
　

第
六
十
三
条
第
二
項
中
「
第
五
十
二
条
第
八
項
」
を
「
法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
一
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　

そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　

普
通
自
動
車
に
属
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
額　
　
　

三
万
六
千
円

　
　
　
　
　
　
　

四
輪
以
上
の
小
型
自
動
車
に
属
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
額　

二
万
三
千
五
百
円

　
　
　
　
　
　
　

三
輪
の
小
型
自
動
車
に
属
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
額　
　
　
　

一
万
千
円

　
　

第
百
九
条
第
一
項
第
八
号
中
「
国
土
交
通
大
臣
が
交
付
す
る
地
方
バ
ス
路
線
維
持
費
補
助
」
を
「
地

　

方
バ
ス
路
線
の
運
行
の
維
持
を
図
る
た
め
国
が
行
う
補
助
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
六
条
の
七
第
二
項
中
「
土
地
を
取
得
し
た
者
が
」
を
「
土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
」
に
、

　

「
を
新
築
し
た
」
を
「
が
新
築
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
十
二
条
第
五
項
中
「
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に

　

改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
取
得
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
」
を
「
取
得
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
削

　

り
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

９　

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

　
　

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
規
準
に
適
合
す
る
自
動
車
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
取

　
　

得
（
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課

　
　

す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

　
　

り
、
第
百
二
十
九
条
の
五
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
本
項
の
規
定

　
　

の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら
、
当
該

　
　

各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
率
と
す
る
。

　
　

一　

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で　

百
分
の
一

　
　

二　

平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で　

百
分
の
〇
・
一

　

（
熊
本
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

熊
本
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
九
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
中
第
百
一
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え

　

る
。
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附
則
第
九
条
第
二
項
の
表
の
改
正
規
定
中
第
百
一
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え

　

る
。

　
　

附
則
第
九
条
第
三
項
の
表
の
改
正
規
定
中
第
百
一
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え

　

る
。

　
　

附
則
第
九
条
第
四
項
の
表
の
改
正
規
定
中
第
百
一
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え

　

る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
熊
本
県
税
条
例
（
以

　

下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
五
項
の
改
正
規
定
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に

　

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第　
　

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
条
中
条
例
第
百
一
条
第

　

一
項
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
法
人
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
熊
本
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成

　

十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税

　

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

　

の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３　

新
条
例
第
五
十
六
条
第
三
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
附
則
第
六
条
の
七
の
規
定
は
、
施

　

行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不

　

動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４　

新
条
例
附
則
第
十
二
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得

　

に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す

　

る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５　

施
行
日
前
の
旧
条
例
附
則
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車

　

取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

熊
本
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
条
例
第
四
十
一
号

　
　
　

熊
本
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

第
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
二

号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
一
号
」
に
、
「
平
成
十
四
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
十
二

条
第
一
項
の
表
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
二
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
又

は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
六
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
十
二
第
一
項
中
「
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
熊
本
県
税
特
別
措
置
条
例
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例

　

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
工
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、
又
は

　

増
設
し
た
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

　

日
前
に
お
い
て
工
業
等
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業

　

税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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三
万
六
千
円

二
万
三
千
五
百
円

一
万
千
円

三
万
九
千
六
百
円

二
万
五
千
八
百
円

一
万
二
千
百
円

三
万
六
千
円

二
万
三
千
五
百
円

一
万
千
円

一
万
八
千
円

一
万
二
千
円

五
千
五
百
円

三
万
六
千
円

二
万
三
千
五
百
円

一
万
千
円

二
万
七
千
円

一
万
八
千
円

八
千
五
百
円

三
万
六
千
円

二
万
三
千
五
百
円

一
万
千
円

三
万
千
五
百
円

二
万
五
百
円

一
万
円



　

熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
六
十
四
号

　
　
　

熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
熊
本
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
二
項
中
「
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
三
項
」
を
「
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第

二
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
四
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
六
項
、
法
第
七
十
三

条
の
二
十
七
の
四
第
八
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

局
長
等
は
、
条
例
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
承
認
を
す
る
場
合
は
、
申
告
納
付
期
日

　

延
長
承
認
通
知
書
（
別
記
第
二
十
三
号
の
二
様
式
）
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
四
条
の
三
中
「
及
び
第
三
十
一
条
の
三
」
を
削
る
。

　

第
三
十
三
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
三　

削
除

　

第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
地
方
バ
ス
路
線
の
運
行
の
維
持
を
図
る
た
め
国
土

交
通
大
臣
が
交
付
す
る
補
助
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
運
送
事
業
等

運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
十
二
条
の
二
」
を
「
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
本
文
中

「
と
す
る
。
」
の
下
に
「
な
お
、
算
式
に
お
け
る
生
活
路
線
に
係
る
年
間
走
行
キ
ロ
数
及
び
全
路
線
の
年

間
走
行
キ
ロ
数
と
は
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
条
例
第
百
九
条
第
一
項
第

八
号
に
規
定
す
る
国
が
行
う
補
助
に
お
い
て
申
請
し
た
走
行
キ
ロ
数
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
」を
加
え
る
。

　

第
三
十
四
条
の
八
を
削
る
。

　

別
記
第
三
号
の
三　

中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

（裏）

　

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「当

地
域
振
興
局

（県
税
事
務
所

）
」
を
「当

地
域
振
興
局

（事
務
所

）
」
に

改
め
る
。

　

別
記
第
十
六
号
の
三
様
式
中
「当

地
域
振
興
局

（事
務
所

）
」
を
「当

地
域
振
興
局

（県
税
事
務
所

）
」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
六
号
の
四
様
式
中
「当

地
域
振
興
局

（県
税
事
務
所

）
」
を
「当

地
域
振
興
局

（事
務
所

）
」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「当

地
域
振
興
局

（事
務
所

）
」
を
「当

地
域
振
興
局

（県
税
事
務
所

）
」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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規　
　
　
　

則平
成
1
3
年
６
月
3
0
日

平
成
1
6
年
６
月
3
0
日



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
二
十
八
号
様
式
（
そ
の
３
）
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
     
」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
号
の
三
様
式　

中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
  　
　
　
　
　
　
　
  　

」
に
改

（表）

め
る
。

　

別
記
第
四
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中
「熊

本
県
陸
運
支
局
登
録
原
簿

」
を
「熊

本
陸
運
支
局
登
録
原
簿

」
に
改
め

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
四
十
七
号
の
二
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
記
第
四
十
七
号
の
二
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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熊

登
録

番
号

登
録

番
号

平
成
1
3
年
６
月
3
0
日

平
成
1
6
年
６
月
3
0
日

別
記
第
4
6
号
様
式
　
削
除

身
障
者
・
戦
傷
者
・
良
育
・
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
番
号

身
障
者
・
戦
傷
者
・
療
育
・
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
番
号
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別
記
第
四
十
七
号
の
七
様
式
中
「熊

本
県
陸
運
事
務
所
登
録
原
簿

」
を
「熊

本
陸
運
支
局
登
録
原
簿

」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
十
七
号
の
九
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２　

改
正
後
の
熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
六
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
度
分
の
自
動
車
税

　

か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て

　

い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出

　

さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

４　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る

　

用
紙
は
、
当
分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
第
4
7
号
の
９
様
式
　
削
除

発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
四
年　
三　
月
三
十
一
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
四
年　
三　
月
三
十
一
日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


